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パーキング・チケットの利用に関する地域間比較

堂 柿 栄 輔＊・吉 田 文 夫＊＊・佐 藤 哲 身＊＊＊

Comparison between cities about the use of the parking ticket

Eisuke DOGAKI＊，Fumio YOSHIDA＊＊ and Tetsumi SATO＊＊＊

要 旨

本研究では時間制限駐車区間での路上駐停車行動について，東京（新橋）と札幌市での

実態調査の比較からその違いを示した．その結果，手数料の支払いや標示線（枠）の利用

の有無等いくつかの駐車行動の違いが認められ，地域性を考慮した当制度の運用について

いくつかの課題を示すことができた．道路交通法第４９条では道路上での短時間の駐車需要

に対応する施策として，時間制限駐車区間の設置が示されている．この規制を効果的に実

施するため，通常は当該区間にパーキング・メーターまたはパーキング・チケットを設

置・管理する．我が国でのこれらの設置数（平成２４年現在）は約３０千台であり，届出駐車

場の２，２００千台に比べ小さな値ではあるが，街路のアクセス機能を効果的に実現する施策

として重要である．

Key words：路上駐車，時間制限駐車区間，駐車特性

１．はじめに

本研究では時間制限駐車区間での駐車行動について，東京（新橋）と札幌での同様の調査か

らその違いを示した．調査はプレート式連続調査であり，分析はクロス集計等基礎的な統計分
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析による．

交通対策本部（現中央交通安全対策会議）決定による「大都市における道路交通円滑化対策

について」（昭和６３年）及び「大都市における駐車対策の推進」（平成２年）では，秩序ある駐車

の推進，新たな路上駐車施設の整備等の施策が提案され，路外駐車の補完としての路上駐車か

ら，本来の路上駐車の機能を踏まえた駐車対策の推進が提案されている．道路交通法第４９条で

はその一施策として時間制限駐車区間の設置が示されている．この条文は，駐車需要の高い路

側において駐車の回転を増し，効率を高めることを目的としているが，路側の駐車機能は都市

規模や沿道土地利用でも異なり，利用時間長や手数料の設定では工夫の余地もあろう．

２．施策の経緯と既存研究

実務での１９９０年くらいまでの路上駐車政策は，路外駐車場の整備による路上から路外への駐

車の誘導を基本としてきたが，１９９０年以降，従来からの公的な施策と共に路上駐車機能の積極

的な評価も示されてきた．

路上駐車に関する研究の中で，時間制限駐車区間に関する研究は１９９５年前後に最初の研究が

発表１）２）されている．この研究はパーキング・チケット利用の需要予測を目的としたものであ

り，新たな時間制限駐車区間の設定によるパーキング・チケット利用数を判別分析により推定

した．これらの研究の動機は，無秩序な違法路側占有に対し，手数料の支払い行為による路上

駐車の秩序化を促すことを意図したものである．従って道路交通容量の確保を第一とする道路

事業者とは異なった視点を有する．またこれらの研究に続く二つの研究３）４）では，パーキング・

チケット設置区間の路上駐車を，標示線の占有を伴わない枠外駐車も分類の対象とし，時間制

限駐車区間全体の駐車行動を記述している．更に小早川らによる研究５）６）では，荷捌き駐車に注

目したローディングベイの利用特性や路外駐車施設への利用転換を意図した時間制限駐車区間

の駐停車行動の分析を行っている．

路上駐車の研究では路上から路外への駐車場所の移動を意図した研究が一般的であり，三大

都市圏ではこの傾向が強い．その理由は，１）三大都市圏では路上駐車による通過交通阻害の

影響が大きく，路上から路外への駐車の移動が差し迫った問題となっていること，２）都市内

の路外駐車施設は限定された時間を除き飽和していないことが知られており，従って路上から

路外への駐車の移動は物理的には可能であることが挙げられる．一方本研究は，特に地方都市

においては，違法行為を含む無償の路側占有を前提に都市活動は成り立っており，物流機能や

商業活動が維持されていることを認める立場である．都市活動の維持を前提とした道路法，道

路交通法であるならば，これらの法律の運用も重要な課題であろう．
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分類 台数 構成比
（％） 法

附置義務駐車施設 ２，６９０，６６６ ５３．５ 駐車場法（条例）

都市計画駐車場 １１３，８７３ ２．３ 都市計画法

届出駐車場 ２，１９５，４４１ ４３．６ 国土交通省令

路上駐車場 ８５０ ０ 駐車場法／道路法

パーキング・メーター
（チケット含む） ３０，２３１ ０．６ 道路交通法

計 ５，０３１，０６１ １００．０

表１ 駐車場整備状況

図１ プレート式連続調査

３．調査

３．１ 駐車場整備の現状

表１に平成２３年末現在７）の駐車

場整備状況を示す．これより都市

内の駐車機能は専ら路外駐車を基

本としており，附置義務駐車施設

と届出駐車場が９７．１％を占めてい

ることがわかる．また平成１１年の

路上駐車場及びパーキング・メー

ター（チケット含む）の台数は

３９，８３２台であり路上駐車の供給量

は１２年で２４．１％の減少となっている．

３．２ 調査方法

調査の方法はプレート式連続調査（図１）で

ある．信号管理されている交差点間（新橋８０

m，札幌１００m）の片側を１単位道路区間とし

て調査員を配置した．この調査方法は，路側に

駐停車する自動車の駐車開始時刻や終了時刻，

車種，目的等を調査員の継続的な目視により記

録するものである．記録には予め作製した調査

票を用い，調査員一人が３０m～５０m程度の区間

を担当し，駐停車する最大６～７台の４輪自動

車の駐停車特性を記録する．路上駐車の調査で

は他に断続調査やアンケート調査等があるが，断続調査では駐車開始時刻と終了時刻を直接記

録できないこと，短時間駐車の駐停車行動が記録漏れとなることが多い等の問題がある．また

アンケート調査は駐車目的を聞き取ることができる点で優れているが，違法行為に対する面接

調査は回答が不正確となることも多く，聞き取りには相当の技術と時間を要することになる．

３．３ 調査日程等

表２に調査日程及び場所を示す．調査は平成２９年６月～７月の平日日中時間帯で行った．調

査台数は東京（新橋）１４４台，札幌５８６台である．
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項 目 内 容

調査方法 プレート式連続調査

調査台数 東京１４４台／札幌５８６台

調査日 平成２９年６月～７月（平日）

時間帯 １０：００～１６：００

調査地区 新橋二丁目 区間長８０ｍ両側

札幌市北１条 区間長２００ｍ片側

地域地区 商業地域

項 目 内 容

駐車時間 到着時刻と出発時刻の記録

目 的 業務（荷無），荷捌き，私用，送迎

車 種 乗用系，商用，トラック，タクシー

自家用事業用 自家用事業用の別

放置非放置 放置と非放置の別

表２ 調査日程等 表３ 主な調査項目

図２ 新橋二丁目 図３ 札幌市都心地区

３．４ 調査項目

主な調査項目を表３に示す．目的分類での「送迎」は一般の都市交通調査にはないが，従来

の調査を参考に設定した．また車種分類は，自動車登録規則第十三条（別表第二）に示される

機能分類（分類番号１～８）に準じた．これらの車種分類にトラック，タクシーなる表現はな

いが，直感的に分かりやすい表現とした．自家用事業用の別は道路運送車両法施行規則第六十

三条の二関係（第十四号様式）による車両番号標の塗色分類である．

３．５ 道路・交通条件等

図２及び図３に両地区の道路条件等を示す．都市間比較であれば調査地区は道路・交通条件

及び沿道土地利用が類似であることが望ましいが，新橋地区は片側１車線の両方向通行であ

り，札幌は４車線の一方通行路である．道路条件や市街地密度は異なるが，札幌ではパーキン

グ・チケット（標示線（枠））の設置が２３２台と少なく，東京都と同様の道路・交通条件の調査

地区選定は困難であった．
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分類
駐車場所

枠外 枠内 枠内外

手
数
料

支払 ②

未払 ① ③

繰返し ④

途中～

表４ 標示線（枠）の占有と手数料支払い関係

図４ 駐車の分類と構成比

４．分析

４．１ 駐車行動の分類

表頭（駐車場所）と表側（手数料の支払い行

動）による駐車行動の４分類（①～④）を表４

に示す．ここで表頭３カテゴリーの「枠外」は

標示線（枠）の設定されていない場所での駐停

車，「枠内」は標示線（枠）内の駐車，「枠内

外」は枠をはみ出す不規則駐車である．また，

表側４カテゴリーの「支払」は手数料を支払っ

たもの，「未払」は支払わなかったもの，「繰返し」は一度の駐車で何度も支払ったもの，「途

中～」はある程度時間が経過した途中から手数料を支払ったものである．基本的には表頭３カ

テゴリーと表側４カテゴリーによる１２通りの駐車行動があり得るが，実際には例えば「枠外」

×「支払い」等のケースは希であり統計的に比較可能な①～④の集計結果を以降に示す．

４．２ 標示線（枠）の利用と手数料支払い

表４の①～④の集計結果を図４に示す．縦軸は構

成比（％）である．

①最も大きな特徴は，「枠外」の割合の違いである．

「枠外」は標示線（枠）以外の路側での駐停車であ

り，手数料の支払いを伴わない．この割合は新橋の

２４．３％に対し，札幌では６０．９％である．時間制限駐

車区間での標示線（枠）（図５）の設定は，道路交通

法上の駐停車禁止区間は除かれるが，例えば交差点

内等の駐停車禁止区間での路上駐車はまれではなく（図６），これらは「枠外」駐停車とな

る．この割合が札幌では新橋の２．５倍である．これらはほぼ全てが駐停車禁止区間での駐車行

為である．駐車秩序の維持を考えたとき，停止線直近の駐車や横断歩道を占有する駐車行為は

特に好ましくない．

②次に大きな差は「枠内未払い」の割合であり，新橋ではこの割合が札幌の３倍である．枠内

未払いは，手数料の支払いを伴わない標示線（枠）の占有である．この駐車は５分以内であれ

ば合法であり，新橋では３１．１％（枠内未払い４５台中５分以下駐車１４台），札幌では２５．０％（枠

内未払い６４台中５分以下駐車１６台）が５分以下の停車であり，これらを差し引いた違法行為の

割合は，新橋（３１．３％→２３．８％），札幌（１０．９％→８．４％）となった．新橋地区では標示線の設
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図７ 台分単位による路側の占有

図６ 交差点内駐車

分類
新橋 札幌

n m σ σ/m n m σ σ/m

枠外駐車 ３５ ３３．７ ６７．９２．０１ ３５７ １５．６ ３１．８２．０４

枠内支払 ５４ ３９．２ ３９．２１．００ １５５ ４３．９ ３６．５０．８３

枠内未払 ４５ １７．８ １７．２０．９７ ６４ ３１．５ ３５．１１．１１

枠内繰返 １０２２７．０１１４．５０．５０ １０２２９．８１３２．９０．５８

計 １４４ ４４．２ ７２．６１．６４ ５８６ ２８．５ ４７．５１．６７

表５ 駐車の分類別平均駐車時間

定密度が高く，枠外駐車のスペースが限られていること

から，手数料の支払い意志のない駐車がこのカテゴリー

に属すると考えられる．

③「枠内繰り返し」は標示線内の駐車で，手数料を繰り

返し支払う駐車である．この駐車は厳密には違法行為で

ある．その理由は，道路交通法での時間制限駐車区間の

設置は，短時間の駐車を促すものだからである．図４で

の新橋のこの割合は６．９％であり僅かであるが，同様の

集計を台分単位で行った結果を図７に示す．この結果新

橋では手数料の繰り返しの支払い駐車が最も大きな割合

３５．７％を閉めることがわかる．図４での６．９％は１０台で

あるが，この１０台の駐車時間の合計は２，２７０分であり，

平均２２７分（３．８時間）の駐車時間となっている．新橋地

区では視認できる範囲に路外駐車場はなく，必要に迫られた長時間駐車の結果であろう．

４．３ 駐車の分類別平均駐車時間

表５に駐車形態別の駐車時間平

均値m（分）と標準偏差σ（分）

を示す．nは台数（台）である．

表５の「枠内未払」には駐車時間

５分以下のものを含むが，この駐

車は合法である．４分類中の「枠

外駐車」と「枠内未払」の駐車時

間長を図８に示す．「枠内未払」

図５ 標示線（枠）
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図９ 「枠外駐車」の目的構成

では５分以下の駐車は除いた．これより以下

のことが分かる．

①平均駐車時間について，「枠内支払」は新

橋と札幌で大きな差は無く，各 ３々９．２分及び

４３．９分である．一般に営業・業務目的では，

商談・打ち合わせ等の上限時間は３０分程度で

あり，往復の時間を加えこの値は妥当であ

る．札幌で２０年前に行った同様の調査でもこ

の値は４５分程度でありほとんど変化はない．一方標準偏差も同程度でありばらつきもある．

②「枠外駐車」では新橋３３．７分，札幌１５．６分であり２倍以上の差がある．新橋では駐車の供給

量（標示線の数）に対して需要が大きく，枠外駐車の何割かは駐車時間の長い枠内支払駐車の

潜在量の可能性がある．また「枠内未払」では札幌の平均駐車時間が３１．５分であり，新橋１７．８

分の１．８倍である．駐車時間の長さにもかかわらず，手数料の支払いを伴わない札幌の標示線

占有は，代償を伴わない路側占有を自然と考える表れであろう．

③駐車時間長分布の比較では，「～６０分」の時間区分で新橋「枠外駐車」，新橋及び札幌「枠内

未払」にピークがあることが特徴である．一方，時間制限駐車区間以外での時間長分布は，駐

車時間の増加に伴う単調減少が一般的である２）４）．時間制限駐車区間での６０分なる駐車の上限値

が，枠外または手数料支払いを伴わない駐車に対しても意識されている可能性がある．

４．４ 目的構成

目的構成を，枠外駐車（図９）と枠内支払い

駐車（図１０）について示す．調査では目的を８

分類で観測したが，図９及び図１０ではそのうち

の主な４分類を示す．枠外駐車の目的構成で

は，配達及び業務目的での差が大きい．新橋で

は配達目的の占める割合が４５．７％であるのに対

し札幌では３０．０％であり，１５．７％の差がある．

また私用目的も新橋１７．１％，札幌６．２％であり

差がある．しかしこの違いは，沿道土地利用の差の可能性があり，必ずしも都市の差とは限ら

ない．目視の範囲では新橋地区は物販・飲食・業務を中心とした地区，札幌は主に業務を中心

とした地区である．この地区特性の違いは次の枠内支払い駐車の集計結果に反映されている．

図１０では札幌の目的毎の差が大きいこと，新橋では休憩他以外の３目的の構成比が同程度の

値となっていることが特徴である．これより札幌でのパーキング・チケットは主に業務目的に

図８ 枠外駐車及び枠内不払の駐車時間長分布

７１パーキング・チケットの利用に関する地域間比較
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対し機能していること，新橋地区では業務

（２４．１％），配達（２５．９％），私用（２７．８％）

と３つの目的に平均的に機能していることが

わかる．札幌では配達目的の枠内支払い駐車

は６．５％であるが，枠外駐車が３０．０％（図

９）であることから，配達の駐車需要が少な

いわけではなく，手数料の負担力が小さいた

め枠内支払い駐車の構成比が小さいと考える

ほうが自然である．このことから札幌ではパーキング・チケットの利用は業務目的が主であ

り，特に配達目的の利用は少ないこと，新橋では路上駐車の主要３目的である業務，配達，私

用共に手数料負担力があり，各目的でパーキング・メーターが利用されていることがわかっ

た。

５．まとめと課題

本研究では時間制限駐車区間での駐停車行動に関する２つの都市（地区）での調査から，そ

の利用特性の違いの幾つかを示すことができた．

�駐車行動の４分類比較では，札幌での枠外駐車の割合が６０．９％と多い（新橋２４．３％）こと，

また手数料の支払いを伴わない「枠内未払」は新橋３１．３％，札幌１０．９％であり，統計的にも有

意な差を確認することが出来た．

�４分類の駐車時間に関して，枠内支払では両市の平均駐車時間が４０分前後であること，枠外

駐車の平均駐車時間は新橋が札幌の２．２倍であること，逆に枠内未払の駐車行動では札幌が新

橋の１．８倍の駐車時間であった．

�枠内支払の目的構成では，新橋が業務，配達，私用が各 ２々４．１％～２７．８％の割合であり，主

要３目的でほぼ均等である．一方札幌では業務が５８．７％，配達，私用が各 ６々．５％，２０．６％であ

り，業務以外の目的での費用負担力が小さいことが分かった．

この研究では，２つの都市でのプレート式連続調査から，手数料の支払いや標示線占有の有

無等，両市の駐車行動の違いを把握することが出来たが，その理由は推測に留まっている部分

も多い．今後は調査データの追加と共に，それらの検証を行いたい．
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図１０ 「枠内支払い駐車」の目的構成
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